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【千葉県市原市】○事務事業の総点検の取り組み〔総務課行政改革推進室〕

１　事業概要

　行財政改革の推進及び市職員の意識改革を図るため，市民や他部門の職員など第三者との対話を通じ
て，1,304事務事業全てを１年間で点検するもので，平成27年度に内容を検討し，28年度から事業を実施
した。なお，29年度は，30年度の実施に向けた事業検証を行った。

２　実施体制及びスケジュール

３　事業成果

【28年５月】１次点検 （担当課の自己点検）

【６月】２次点検 （行政改革推進室による点検）

【７～８月】３次点検
①市民参加の点検

・無作為抽出した18歳以上の市民市民市民市民4,0004,0004,0004,000人に依頼し，人に依頼し，人に依頼し，人に依頼し，144144144144名から応募があった名から応募があった名から応募があった名から応募があった

★男女比はほぼ半々

★年齢層は多い順から70代→60代→40代→30代→50代→20代→10代

・市民点検員は構想日本による事前研修を受講

・点検員５名と外部コーディネーター１名（構想日本）でグループを構成

・点検対象事業は，市民に身近な広報やイベント等から抽出

・開催日は土・日で午前，午後各３時間（午前希望者がほとんど）

・報償は図書カード1,000円（点検員からは妥当な内容との評価）

②他部門の職員による点検

・点検対象は，市民参加の点検以外の政策的事業から抽出

③高校生の参加（法学部，政経学部進学予定の東海大学付属市原望洋高校３年生に依頼）

・18歳選挙権を意識し，市政への関心を高めることを目的として，補助点検員として参加

点検の様子は全て公開

点検結果を即日Webページで公開するとともに，結果の取り扱いを市行政改革推進委員会へ報告

【10月】中間報告 点検結果の反映方法のみ反映方法のみ反映方法のみ反映方法のみを報告する。反映対象にするのは以下の３区分。

〇策定中の新総合計画における実行計画

〇来年度予算編成

〇行財政改革アクションプラン

【２月】最終報告 （中間報告で示した点検結果の反映結果を報告 反映率は93.693.693.693.6％％％％）



〔主な質疑〕
〇点検作業の公開とはどの程度までか。
→作業自体は最初から傍聴可能で，手元資料も同様。最終的な点検結果も点検員本人に通知している。
〇職員の意識改革はどの程度進んだと考えているか。
→税収が比較的多いこともあり，元々財政への危機感が希薄な意識で進めた中で，まずこの事業を最後
までやり切った経験が大きい。ただし，１回だけでは難しいので，少なくとも３～５年は継続していく
必要はあると考えている。
〇28年度に実施し，30年度に再度実施ということだが，間隔が短いのではないか。
→そうした意見は29年度の検証でも出ていた。今回は廃止・凍結，要改善，継続といった結果のみ判断
したが，次回は市民としてどういったことができるかという提案型で実施することも検討している。
〇この取り組みにおける議会の存在感が希薄に感じる。議員は市民サービス受給者の声を代弁する役割
もあるが，その点について考えはあるか。
→本来議員の仕事ではないかとの声は当然あり，実施に当たっては所管の常任委員会に丁寧に説明して
了解をもらい，この点検結果の点検をお願いした。議会での審査は施策レベルで行うものとの認識であ
り，対象が異なると考えている。点検結果を決算委員会で問うこともできる。また，市民サービス受給
者からの声もあり，補助金を削減するような部分は激変緩和の措置を取ったところもある。
〇この取り組みが効果を出せば出すほど，財務部門の力不足が露呈されるのではないか。
→予算査定でも，事務事業一つ一つを詳細に判断していくのは限界がある。
〇対象となった事業の関係者の傍聴は多かったか。
→傍聴者については，数自体も少なかった中で，関係者が占める割合が大きかった。
〇傍聴者をふやす取り組みとしては考えはあるか。
→傍聴者がゼロの点検グループもあったが，そうしたグループは対話の質も低かった。傍聴者の多いグ
ループの説明員や点検員は，傍聴者にも分かりやすい説明・質問を心がけていた。今年度はそうした説
明の徹底と事業自体の周知も強化していく。
〇職員の意識改革を図ることから人材育成の効果も大きい。その点で今後拡大する予定はあるか。
→今年度行う本事業の課長向け研修では，この取り組み自体を職場内で実践してほしいと考えている。
また，来年度は行政が実施する事業の中核を担う職位である係長向けに実施したい。
〇この事業は何を参考にしたのか。

　★点検による削減額（71,964千円）★点検による削減額（71,964千円）★点検による削減額（71,964千円）★点検による削減額（71,964千円）

　→市民点検（16,768千円） ＋ 職員点検（13,457千円） ＋ 自主的な点検（41,739千円）

４　総括

　職員の意識改革を図る仕掛けとして，制度構築に当たって「対話」「気付き」「公開」「対話」「気付き」「公開」「対話」「気付き」「公開」「対話」「気付き」「公開」を重視した。
今後の取り組みにつなげるため，３つの視点に基づき，今回得られた課題等を以下のとおり整理した。

①対話について
　ア　市民点検員について
　　・市民点検員の質問内容は適切であり，対話による点検は成立していた。
　　・グループ構成において，年代，男女比の偏り年代，男女比の偏り年代，男女比の偏り年代，男女比の偏りがあった。
　イ　点検補助員（高校生）について
　　・点検補助員も対話に参加できていた。本人達の満足度も高かった。
　ウ　説明員について
　　・市民点検員との対話は成立していたが，質疑への対応に個人差質疑への対応に個人差質疑への対応に個人差質疑への対応に個人差があった。
　エ　コーディネーターについて
　　・市民点検におけるコーディネーターの役割は大きく，有効であった。
②気付きについて
　ア　市民の視点から
　　・市民と職員が膝を交えて対話することは，大変有効な広報手段大変有効な広報手段大変有効な広報手段大変有効な広報手段であった。
　イ　職員の視点から
　　・１次点検（自己点検）と最終報告の比較１次点検（自己点検）と最終報告の比較１次点検（自己点検）と最終報告の比較１次点検（自己点検）と最終報告の比較により，第三者点検の効果が確認できた。
　　・構想日本によると，職員による点検作業も全国的に大変珍しい取り組みとのことであり，
　　　説明員，点検員，コーディネーターそれぞれの立場おいて有意義な取り組みであった。
　　・職員による点検でも，第三者の視点で点検することは可能であった。
③公開について
　ア　傍聴者について
　　・傍聴者がいることで，緊張感を持って緊張感を持って緊張感を持って緊張感を持って点検作業を実施することができた。
　イ　仕事のリストについて
　　・仕事のリストに関する課題は多かった。



〇この事業は何を参考にしたのか。
→構想日本が実施する現場未来塾に担当者が参加した縁で，構想日本のほうから呼びかけがあり実現し
た。実施に際しては，先の政権による事業仕分けを参考にした。
〇判定結果に拘束力はないが，最終結果への反映率は非常に高い。要因は何か。
→所管部局の反発も大きかったが，やはり，市長公約で始めたものである点が大きい。
〇反映できない理由を付する際に苦労した点はあるか。
→所管課からの回答文書は，市民が読むには改善点が多く，行政改革推進室がかなり手を加えた。
〇事業予算は125万円とのことだが，何が含まれているのか。
→ほとんどが当日のコーディネーターや研修講師として謝金等である。プランニングはほとんどこちら
で行ったので，コンサル料はわずかであるが，それらも含めて丸ごとお願いしようとすればそれなりの
金額にはなると思う。
〇市民点検員が無作為抽出か公募かというのは大きな違いがあると考えているか。
→公募の場合，偏った意見の持ち主が参加する可能性がある。市民判定員の恣意性のなさが今回の事業
のポイントである。

〔委員からの意見〕
〇本市は新しい財政健全化計画でも，事務事業の廃止・縮小・凍結を掲げており，財政再建において市
民にも本市の財政状況を把握してもらい，協力いただける点は協力してもらうべきである。また，他部
門の職員による事務事業の点検は新しい気付きを与えるものであり，事業効果を高める要素であると確
信する。これらの点から本市においても事務事業の総点検を実施すべきである。

〇議会によるチェックとは別に，市民に身近なイベント等の事業について市民と市当局が直接対話を行
う機会を作ることは，本市においても課題となっている。無作為抽出による対象者からの応募率が
3.6％で市原市の総合計画に係る同種の調査の応募率 2.5％を上回っている点は，市民の関心度を表して
いるという点で参考になった。

〇「組織は肥大化する」との原則から見れば，事業のスクラップは少なく，自己点検だけでは事業数は
増加していくものである。市民との「対話」（ＡかＢかという「議論」ではなく，Ｃが生まれる）で出
された意見はその他の事業でも生かせる視点があり，本市においても市民目線での事業実施を導入する
べきである。なお，導入に際して最善の手法を追求すると慎重にならざる得ないが，積極的な試行は歓
迎すべきである。

〇３期務めた前市長の色が残る補助機関（市役所）の組織風土や諸施策を刷新するため，トップダウン
による性急な見直しではなく，１期４年をかけて市民を巻き込んだ丁寧な行政改革を推進するとの現市
長の意図が色濃く感じられる。ただ，選挙によって行政経営についての一定の負託を得ているにもかか
わらず事務事業レベルの見直し判断に時間とコストをかけすぎの感があることは否めず，行政判断のス
ピード化が求められる中，賛成しかねる。もともと執行権限内の行政改革手法であり，議会による導入
判断は適当でない。



３　公共施設再生計画基本方針

★主な内容

〇対策の３本柱：保有総量の圧縮，長寿命化，財源確保
〇施設重視から機能優先への発想の転換⇒複合化・多機能化の推進
〇計画的な維持保全（予防保全への転換）による長寿命化
〇財源確保への取り組みの推進
　・資産の有効活用の推進
　・利用者負担の適正化
　・単価の削減努力（事業費の圧縮）
　・減価償却費の考え方の導入及び基金の創設と積立のルール化（将来への対応）
〇インフラも含めた財政計画に基づく老朽化対策の推進
〇民間のノウハウを活用した官民連携(ＰＰＰ／ＰＦＩ)の推進
〇庁内推進体制の整備と公共施設マネジメント条例の制定
　・ＡＭ（アセットマネジメント），ＦＭ（ファシリティマネジメント），施設営繕などに総合的・
　　戦略的に取り組む組織として，資産管理室を設置
〇情報公開による問題意識の共有化
〇モデル事業の実施

４　公共施設再生基本条例

公共施設の建て替え，統廃合，長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取り組みについて，その基本理
念及び基本的事項を定め，持続可能な行財政運営の下で，時代の変化に対応した公共サービスを継続的
に提供することにより，誰もが住みたくなるような魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

市・市民・関係団体及び事業者がそれぞれの責務を踏まえ，公共施設の再生に努める

平成28年３月 公共施設等総合管理計画 策定公共施設等総合管理計画 策定公共施設等総合管理計画 策定公共施設等総合管理計画 策定

築60年で建て替えると仮定
大規模改修と建替費用を試算
延床面積(㎡)×平均単価(円)

25年間で965億円必要
(毎年38億円) 全体の40％の施設しか更新不可

→スマートシュリンクが必要
【賢く収縮】H17～21の公共施設投資額

(年間平均約15億円)

平成24年５月 公共施設再生基本方針 策定公共施設再生基本方針 策定公共施設再生基本方針 策定公共施設再生基本方針 策定
平成25年３月 公共施設白書 更新
平成26年３月 公共施設再生計画 策定

平成21年３月 公共施設マネジメント白書 策定
平成22年８月 第三者委員会の設置
平成23年３月 第三者委員会からの提言書の受理

職員数 1,424人 2,736人

２　習志野市の公共施設の現状

　　平成17年～ 庁内で検討（施設カルテの作成等）

実質公債費比率 2.5% 14.9%
将来負担比率 17.1% 162.6%

財政力指数 0.92 0.63
経常収支比率 92.9% 99.1%

歳入決算額 約637億円 約1,518億円
歳出決算額 約614億円 約1,486億円

人口 約17万人 約32万人
面積 約21k㎡ 約300k㎡

【千葉県習志野市】○公共施設等総合管理計画について〔資産経営課〕

１　習志野市の概要
習志野市 高知市



５　公共施設再生計画を作成する際に留意した点

①地道な住民説明，意見交換
　・これまでの行政経験を踏まえ，住民からの様々な反応が予想されたことから，住民の理解促進のた
　　め，この時期から様々な手法を用いて，住民説明会や意見交換を開始する
　⇒財政問題学習会，公共施設再生シンポジウムの開催，まちづくり会議・出前講座・市民カレッジで
　　の意見交換，各種団体との意見交換会，広報誌への連載，市民アンケートの実施など
　・個々の施設を見ると，利用者は多くても全体の１割弱
　・施設を利用しない市民は，再編・再配置計画に対して特に声を上げないが，こうした市民が計画反
　　対の声に惑わされないように，正確な情報を伝えることが重要

②職員への周知と関係課との連携
　・各施設所管部局では，現有施設を基本として，これまでの方針・計画に基づきサービスを提供して
　　いるが，公共施設の適正化のため，全体の中でそれらの方針・計画を軌道修正していく必要があ
　　り，職員の理解が欠かせない。
　・資産管理課が，各施設の個別計画作成に関して，公共施設再生計画の最終的な姿を意識させた
　　上で作成作業を支援・コントロールしていく。
　⇒小・中学校…「学校施設再生計画」
　　公民館・図書館，コミュニティセンター，スポーツ施設…「生涯学習施設改修整備計画」
　　保育所・幼稚園・こども園等の子育て支援施設…「こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編
　　計画」
　⇒「習志野市長期計画」の重点プロジェクトに位置付け
　⇒「都市マスタープラン」の見直しに反映

③地元企業への情報提供と理解促進
　・公共施設の再編・再配置によって，将来的な事業量の減少につながる恐れがあることや，官民連携
　　手法を導入する場合に仕事が地元企業ではなく大手ゼネコンに流れてしまう懸念があることから，
　　地元企業から反対の声が上がってくることが予想される。したがって，個別施設計画の作成段階か
　　ら，地元企業への情報提供と理解促進が重要になってくる。
　⇒平成26年度から，商工会議所と連携し，公共施設再生計画の内容や事業手法の勉強を開催
　　平成27年度から，内閣府の支援を受けて「公共施設再生地域プラットフォーム事業」を開始

６　今後の課題

〇将来のまちづくりの観点からのアプローチ
〇住民自らが課題解決に動くような仕組みづくり
〇昨今の急激な環境変化に対応した個別施設計画の見直し
〇人口に連動した長期財政シミュレーションの実施

〔主な質疑〕
〇基金を創設したとのことだが，使途についてはどのようなルールがあるか。
→具体的な対象を決めているのではなく，財政課がその都度調整しており，当然老朽化対策に限定して
いる。不動産売払収入の半分は当該売り払いの目的に使用するが，残りは全て基金に積み立てることに
しており，現在残高は約60億円。
〇取り組みの推進には職員の理解が欠かせないとのことであるが，それが進んだ要因は何か。
→誰が見ても分かりやすい白書を作ったことが大きい。都合の悪い情報も全部出すことによって各所管
課の理解が進んだ。また，施設の統廃合に関して市議会に陳情が３回出されたが，地元の議員も含めて
全て不採択という結果であり，議員からは地元住民への説明不足から起こったものであるとの指摘まで
されており，無作為抽出の市民アンケートでも７～８割は計画推進に賛成であった。これらの結果も職
員の理解につながったと考えている。
〇公共施設再生条例を制定した効果はあったか。
→直接の効果はない。あくまで自分達が各所に計画の説明を行う上でのバックグラウンドとして位置付
けている。
〇計画が推進されている背景に習志野市の地理的特性が働いている部分もあるか。
→首都圏近郊で，土地の売却において有利な点は確かにある。その際には民間事業者が利活用しやすい
時期を見逃さないことも重要。
〇住民理解を求める取り組みに力を入れているが，こうしたことを進めやすい下地があるのか。
→昭和47年から地域担当制度を設けて，14地区にそれぞれ担当職員を張り付けており，地域予算制度も
あることから，比較的スムーズに進めていけた。ただし，高齢化による後継者不足は深刻である。
〇施設の統廃合前後で住民の捉え方が変わった例はあるか。
→子育て施設の再配置では，当初反対の声も大きかったが，施設完成後の利便性の理解が進むと，そう
した声は一切なくなった。現在，大久保地区公共施設再生事業が進行中であり，反対の声もあるが，完



した声は一切なくなった。現在，大久保地区公共施設再生事業が進行中であり，反対の声もあるが，完
成する生涯学習施設を実感してもらえば，理解いただけると自負している。
〇施設の長寿命化対策を行うタイミングとしては何か方針があるか。
→耐用年数を迎える３～４年前から，長寿命化改修か建て替えかの判断を行うが，その際の建物診断で
判定している。実際には診断結果が想定以上に悪く，長寿命化改修を行う価値がある施設がなかったこ
ともあり，改修に至った例はない。
〇未利用地を売却するか貸付するかの判断はどういう段階で行っているか。
→大きな土地については，公共施設再生計画推進委員会で判断している。

〔委員からの意見〕
〇個別計画作成時に地道な住民説明を行うことは重要であり，本市も個別審議会やパブリックコメント
にとどまらず，広く住民，利用者の声を得る機会をつくるべきである。

〇習志野市が，コスト情報とストック情報を盛り込んだ公共施設マネジメント白書を活用して各所から
の意見を聞き取り，公共施設再生計画に反映させている点と比較し，本市の再配置計画は，議会や市民
に十分な情報を公開しないまま策定されており，お茶を濁した程度のお粗末な計画と言わざるを得な
い。本市の新しい財政健全化方針でも公共施設マネジメントの推進を掲げており，習志野市以上のデー
タを公表しムリ・ムダ・ムラをなくし，財政悪化を防ぐべき時にきている。

〇習志野市の公共施設管理における取り組みの先進性は評価に値するが，公共施設再生基本条例につい
ては，本市も公共施設マネジメントの実行段階に入っていることから，同種の条例制定は必要ないと考
える。なお，本年４月からＰＦＩによる工事が開始された大久保地区公共施設再生事業には，今後注目
していきたい。

〇削減のイメージが先行すると大きな抵抗にあうが，習志野市は市域を５つの地域区分ごとにまちづく
りの特性を明示し，削減と同時に新たな視点を加味している。本市の公共施設再編については消防局が
先行し，その他の施設群は大幅に遅れているが，既に公共施設削減の総論を打ち出しており，各論反対
の声にひるむべきではない。そのためには市長が並々ならぬ姿勢を示すことが必要である。



手順・プロセスの改革が起こらない 手順・プロセスの改革が起こる手順・プロセスの改革が起こる手順・プロセスの改革が起こる手順・プロセスの改革が起こる

◎今回のＢＰＯ事業者は，提案型コンペティション方式により人材派遣会社に決定

「人を雇い入れるもの」 「業務遂行を委託するもの」

派遣費用時間単位(時給)　〇〇円 業務量に対する委託料　〇〇円

職員がやってきた手順を，職員の代わりに派遣職員
が実行する。

業務量とともに，これまでの手順や対応人数等を伝
えるが，最終的にはＢＰＯ側で，ノウハウや人材を
活用した手順や対応人数等を決定する。

３　業務分析ワーキンググループ活動

　　①組織体制
　　　・税３課の若手職員をメンバーに登用←(今のやり方に執着がない，柔軟性があり飲み込みが早い)
　　　・コンサルタント会社が考え方，進め方のレクチャーを行うが，主役はあくまで職員
　　②活動内容
　　　・現状業務棚卸（７～８月）………職員インタビュー，業務の見える化
　　　・業務分類（９月上旬）……………機能分解図（ＤＭＭ），情報関連図（ＤＦＤ)の作成
　　　・外部委託化検討（９～10月）……派遣委託，非常勤職員，ＢＰＯを比較
　　　・先進市視察（10月下旬）…………箕面市，大阪市
　　③検討結果
　　 ★税部門の全414機能の内訳
       ・職員がすべき業務（45％）　　　　　　　　市税未納者の徴収強化，課税の補足強化
　　   ・作業・雑務（40％）　　　　　　　　　　  ＢＰＯの対象とする
　　　 ・課題有（10％），JIP協議（５％）

４　ＢＰＯの内容

　　　単に今の作業・雑務を外部委託するのではなく
　　　　①３課の類似業務を統合・集約　　　　②「おれ流」(職人技)から「皆のルール」(標準化)へ
　　　　③手順の並び替え・シンプル化　　　　④職員の出番は出力物を受け取ってから

【人材派遣とＢＰＯの主な違い】

★人材派遣★ ★ＢＰＯ★

【千葉県浦安市】○税業務ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）の取り組み〔市民税課〕

１　事業概要

　浦安市では，市民税課，固定資産税課，収税課の税３課の業務について，公権力を行使しない作業を
包括して，効率的・効果的に業務委託する税業務ＢＰＯの取り組みを平成28年度から実施している。
　これにより，３課の職員が公権力を行使する作業に専念できるようになり，課税補足や未納者に対す
る徴収を強化することによる税収増とともに，時間外勤務の縮減もめざすこととしている。

２　現状認識と課題

★税３課の課題
①業務複雑度が増大
　 ・毎年の税制改正により定期的なシステム更新が必要
②慢性的な人手不足
　 ・職員数の増加は見込めず，３～５年の異動で職員は入れ替え
③属人化・職人技化
　 ・技術の継承が困難になり，各自の業務スキルの低下
　　　　　　　　　　　　　　　+
同規模自治体と比較して税部門職員が占める割合が小さい同規模自治体と比較して税部門職員が占める割合が小さい同規模自治体と比較して税部門職員が占める割合が小さい同規模自治体と比較して税部門職員が占める割合が小さい

作業や雑務を定型化・標準化・手順化作業や雑務を定型化・標準化・手順化作業や雑務を定型化・標準化・手順化作業や雑務を定型化・標準化・手順化し，職員は専門性の高い業務に専念できる環境をつくる

時間外勤務が日常化し，

職員負担増

時代に即した人材育成

と組織力強化への転換

が急務

現状のムリ・ムダ・ムラをあぶり出し，ＢＰＯを含めた課題解決案を検討し，税業務全般の最適化が必要

こういう仕事を職員の代わりにやってもらいたいので，

〇〇名派遣してください。
この業務を〇〇までに完成させて，納品してください。



〔主な質疑〕
〇偽装請負の回避の部分で工夫した点はあるか。
→職員とＢＰＯとの物理的な接点をできるだけなくしていくという点で，業務手順をシンプルにして書
類の受け渡しを少なくしたり，職場のレイアウトも動線を計算して区域を分けたりした。
〇ＢＰＯにより余力が生じた職員はどのような日常業務を行っているか。
→市民税課であれば申告の受け付けや税の相談，ふるさと納税，収税課であれば滞納処分など，市民と
直に接する業務に力点を置いている。
〇職員との勉強会ではどのようなことを行っているか。
→昨年度は勉強会を月１回開催しており，税計算やふるさと納税などについてケーススタディ形式で職
人技の伝承をしている。
〇非常に重要な個人情報を取り扱うという点で，仕様書に何か特徴はあるか。

全体効果額Ａ-Ｂ-Ｃ-Ｄ 28,620 8,562 ▲ 6,745 ▲ 14,766 ▲ 16,766

　160,000時間 　150,000時間 　130,000時間 　120,000時間
BPO業務実績成果による効果額　D 0 49,352 47,000 42,000 39,000

内部事務 内部事務 内部事務 内部事務

　207,000件 　220,000件 　240,000件 　260,000件

　22,000件 　22,000件 　22,000件
　3,900時間 　4,000時間 　4,000時間 　4,000時間

17,000 22,000

Ｂ
Ｐ
Ｏ
成
果
額

ＢＰＯ業務の主な
業務実績効果

0

窓口 窓口 窓口 窓口

　21,500件

12,000
収納コールセンターによる増収見込額 0 0 0 5,000 10,000

歳
入
増

税調査等による増収見込額 0 2,800 12,000 12,000

ＢＰＯ導入による歳入効果額 Ｃ 0 2,800 12,000

既存経費削減効果 Ｂ 0 ▲ 15,158 ▲ 24,533 ▲ 42,598 ▲ 42,598
年間既存経費 68,089 52,931 43,556 25,491 25,491
職員時間外手当 28,600 24,100 20,000 20,000 20,000

3,684 3,684
課税資料イメージ・パンチ業務費 16,872 17,527 18,065 0 0

0
固定資産税課臨時職員 918 1,807 1,807 1,807 1,807

既
存
経
費

市民税課当初課税派遣費用 16,042 4,112 0 0

収税課臨時職員 5,657 5,385 3,684

ＢＰＯ関連経費 Ａ 28,620 75,872 76,788 86,832 86,832

11,072 14,580 5,832 5,832
市民税当初課税外部ＢＰＯ 21,600 21,600

Ｈ32予算見込額
Ｂ
Ｐ
Ｏ
経
費

運用経費 28,620 64,800 62,208 59,400 59,400
市民税当初課税庁内ＢＰＯ

③職員の知識の空洞化
　専門的な業務の評価とともに，課内勉強会やＢＰＯと職員相互の研修会を実施
する。またマニュアルを共有化する。

４　その他の取り組み（ＡＩの活用）

【浦安市版「ＢＰＯ×ＲＰＡ」】
　・これまで人手で行っていた大量処理や反復作業，パターン認識を含む予測可能な業務，ピークボ
　リュームの推測が難しい作業について，ＢＰＯ側がＲＰＡ（Robotic Process Automation)を導入し，
　作業負担の軽減を図るもの
　・業務プロセスとＲＰＡの導入で，ＢＰＯ対象業務は増加するが，ＢＰＯ全体経費は減少するＢＰＯ対象業務は増加するが，ＢＰＯ全体経費は減少するＢＰＯ対象業務は増加するが，ＢＰＯ全体経費は減少するＢＰＯ対象業務は増加するが，ＢＰＯ全体経費は減少する。

５　費用対効果実績
(単位:千円)

Ｈ28予算額・実績額 Ｈ29予算額・実績額 Ｈ30予算額 Ｈ31予算見込額

取り組みを進める上での留意事項

①偽装請負防止対策
　先進市の取り組みを参考に，業務要因・物理的要因・組織的要因・人的要因に
応じた対策を講じる。所管機関（労基署）にも意見聴取

②運用・評価体制
　部長・次長・税各課長で組織する運用委員会の下部組織に，「コンプライアン
スＷＧ」を設置し，コンプライアンス評価を実施

直接指示・命令してしまう

機会・環境をなくす

公権力行使業務や偽装請負

のチェック

口伝え・「一子相伝」・職

人技からの脱却



→仕様書の中にプライバシーマークの取得やＩＳＭＳの導入をうたうなど，個人情報保護の取り組みに
一定のラインを設けるほか，個人情報教育についての提案も踏まえて事業者を決定した。
〇最初の事業者はノウハウの蓄積ができるという点で，その後の選定でも有利になるのではないか。
→多少有利な点はあるかもしれないが，今回の応募事業者は情報システムや人材派遣関連が多く，そう
した事業者は一定数存在することから，ある程度の競争性は確保できると考えている。また，今回の契
約は３年間だが，次の選定の際には今回の事業者が策定したマニュアルを元に仕様書を作成する予定な
ので，その点での優位性も排除できると考えている。
〇浦安市が導入している税システムの関連会社が有利になるのではないか。
→その事業者の関連会社からも応募があり，システムとの親和性をアピールしていたが，今回は人の教
育に重点を置いて決定した。
〇ＢＰＯの導入に当たって比較した運用制度はどのようなものがあるか。
→検討当時には，多い時で20人程度の派遣社員がおり，単純にその人数をふやした場合との比較を行っ
たが，金額そのものは安いものの，派遣社員の教育や労務管理の手間を考慮するとＢＰＯが有利と判断
した。
〇委託してしまうと，ノウハウがないためにＢＰＯのミスに気付けなくなるのではないか。
→ＢＰＯが行った業務の成果品は職員が必ずチェックするものであり，そのためのマニュアルやノウハ
ウまで手放すわけではない。
〇ＢＰＯに派遣されてくる方はどういった特徴があるか。
→実際のスタッフはこちらから指示できるものではないが，女性が多い。また，通常の人材派遣はどう
しても金額の多寡のみで落札されるので，仕事の成果の質もＢＰＯのほうが高いという実感がある。
〇ＲＰＡにおけるシナリオ作りまでＢＰＯに任せてしまうと力量の逆転が起きないか。
→そもそもＲＰＡの活用は，委託された業務を期限までに完了するための作業負担の軽減策としてＢＰ
Ｏ側から提案があったものである。そのため，市としてはその点について関知するものではない。

〔委員からの意見〕
〇税部門職員の割合が低く，職員の増加が見込めない中で，ボトムアップによる業務改善が実現されて
いるのは自治体では稀な事例と考える。不断の行財政改革が求められる本市にとっても，働き方改革と
歳入確保を目的とした先進事例に位置付けられるものであり，十分導入可能と考える。

〇税業務においてもＢＰＯが可能であることをまず認識することが必要である。多様な公共の担い手と
して積極的に研究し導入を図るべきと考える。その際，偽装請負を回避するための対策が肝要である。

〇浦安市の税部門職員は本市の３分の１以下である中で，少数精鋭の運営体制にさらにＢＰＯを導入
し，税業務の質の向上を図っている。市税等の徴収率向上と人件費削減を掲げている本市の財政健全化
方針にも合致するものであり，財政再建のツールとして活用するべきである。

〇事業の導入コストを勘案すると，事業費削減効果は少なく，費用対効果は大きくないが，職員の負担
軽減と，ＢＰＯ側が導入するＲＰＡ効果も含めた効率化については理解できた。しかし，行政の根幹を
なすべき税業務において，偽装請負やノウハウの喪失につながりかねない要素がある点については心配
している。浦安市でもそうしたことへの対策は取られているとのことだが，本市への導入にはさらなる
検証が必要である。



法規関係 部局内政策法務担当事務 0.13% 4.03

寄付受納 0.07% 2.29

附属機関等 委嘱手続き関係（委員会開催は除く），視察等 0.16% 5.13

包括外部監査 0.13% 4.10

定期監査 0.19% 6.02

他課応援 0.16% 5.18

財産管理 備品管理を除く。施設等の目的外使用許可含む 0.24% 7.68

選挙関係 0.21% 6.59

ＰＤＣＡ関係 実施計画作成 0.36% 11.32

臨時職員関係 勤怠管理等 0.30% 9.50

決算関係 0.43% 13.71

ＰＤＣＡ関係 行政評価（１次評価，２次評価ヒアリング） 0.38% 12.11

人事労務管理関係 勤怠管理，超勤入力，各種手当申請，名簿・配置図・名札等作成 0.45% 14.30

備品・消耗品管理 備品の現況確認，消耗品等の在庫管理 0.43% 13.73

研修・セミナー・視察 庁内・庁外（所管事業外） 0.98% 31.05

庁内会議等 他部局主催の庁内委員会，部局横断型研究会への参加 0.61% 19.32

その他 複合機維持管理，古紙回収，清掃，廃棄，暖房器具維持管理等 1.43% 45.42

照会に関する回答 庁内，庁外含む（他の項目に該当しないもの） 0.98% 31.08

歳出・歳入関係事務 主に会計課を経由するもの 1.61% 51.11

文書関係 保存文書引継関係，文書収受，文書回覧準備，文書保存 1.43% 45.47

議会関係 議会対応 1.83% 57.97

ＰＤＣＡ関係 予算要求(補正含む)見積書，資料作成，ヒアリング，予算の繰越等 1.77% 56.00

100.00% 3,171.56
※項目ごとの業務量を人員数で表したもの。
　算出された総業務時間を正職員１人当たりの１年間の従事時間(1,883.25時間)で除した理論値

ＢＰＲを実施する項目

全庁共通業務の内訳
業務・事務区分 備考 業務割合 従事者数

合計 3,960,535 123,303 910,073 978,931 5,972,842

14.29% 453.12
各課固有業務 2,942,299 110,881 883,043 884,522 4,820,745 80.71% 2,559.80
全庁共通業務 721,092 10,802 27,030 94,409 853,333

従事者数※

所属マネジメント 297,144 1,620 0 0 298,764 5.00% 158.64

調査方法

全部局の全職員（再任用，嘱託，臨時含む）の業務量を次の項目ごとに百分率で入力
　①所属マネジメント　２項目
　　主に部長，次長，課長，課長補佐が所属をマネジメントする業務
　②全庁共通業務　22項目
　　庶務事務を初めとする各所属共通業務
　③各課固有業務　「細々目＝事務事業」の項目数
　　施策を推進するための各所属の本来業務であり，全庁共通業務と補完関係にある

業務量の概要

正職員(時間) 再任用(時間) 嘱託(時間) 臨時(時間) 計(時間) 業務割合

２　平成27年度業務カイゼンのための現況調査

調査のねらい

各課固有業務各課固有業務各課固有業務各課固有業務 全庁共通業務全庁共通業務全庁共通業務全庁共通業務

【福島県郡山市】○ＢＰＲ及び郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの取り組み〔行政マネジメント課〕

※BPR(Business Process Re-engineering)＝事業全体の内容・流れを効率性等の観点から分析し，最適となるよう再設計すること

１　事業概要

　郡山市では，業務の効率化に向けて，2016年２月～３月にかけて全部局，全職員を対象に「業務カイ
ゼンのための現況調査」を行い，その結果をもとにＢＰＲに取り組んだ。
　この中で，2017年３月に，業務量の多い３つの業務（文書関係業務，セミナー等関係業務，庁内会議
関係業務）の効果的な業務量の削減手法として「郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤ」を策定した。

ＢＢＢＢ

ＰＰＰＰ

ＲＲＲＲ

ワークライフバランスの推進ワークライフバランスの推進ワークライフバランスの推進ワークライフバランスの推進

総業務量を削減総業務量を削減総業務量を削減総業務量を削減((((棒グラフを短く棒グラフを短く棒グラフを短く棒グラフを短く))))

しつつ，各課固有業務の割合を増しつつ，各課固有業務の割合を増しつつ，各課固有業務の割合を増しつつ，各課固有業務の割合を増

大，全庁共通業務を縮小する大，全庁共通業務を縮小する大，全庁共通業務を縮小する大，全庁共通業務を縮小する

ＢＰＲ

の対象



※人件費(理論値)：平成28年度予算(正職員)÷職員数÷1,883.25時間(年間従事時間)≒4,471円4,471円4,471円4,471円

〔主な質疑〕
〇職員一人ひとりの業務時間の内訳はどのように把握したのか。
→各自に全庁共通業務の割合を百分率でエクセルのシートに入力してもらうものだが，入力の負担軽減
のために事前に各職員の勤務時間を入力する作業は手間がかかった。
〇郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの策定に当たってどのような検討を行ったか。
→ベテランの庶務担当者からの意見聴取，文書管理規定を上回るものではないので，その辺りのすり合
わせなども行った。
〇今後郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤのブラッシュアップの予定はあるか。
→国から行政手続きの簡素化についての通知が出ていることもあり，今後全庁共通業務以外でも，申請
書の見直しや電子申請などについても盛り込んでいきたい。
〇議会対応についてはＢＰＲの対象にしていないとのことだが，何らかの考えはないのか。
→あくまで執行部側のルールなので，議会側に何かを求めるものではないが，一例として，本市ではこ
れまで本会議の質問前日に，市長以下，全部局長が参加する勉強会を開催しているが，その勉強会には
翌日の質問に関連する部局長のみ参加するよう改めたことが挙げられる。いずれにしろ，議会対応につ
いては簡単に変わるものではなく，本市の議会対応の認識の表れであると捉えている。
〇郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤは強制力を伴わないとのことだが，役所文化の見直しであり，庁内の抵抗は
なかったか。
→昨年４月に発効した当初には，これまで通りのやり方でやっている職員もいた。しかし，こちらから
強く呼びかけをしたわけではないか，そこから徐々に全庁に浸透していった。
〇この取り組みについて，市長はどのように考えているのか。
→現況調査の結果を報告して，事務改善の必要性は認めていたが，特段郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤのよう
なルール作りの指示があったわけではない。
〇そもそも，こうした取り組みを始めようとしたきっかけ何だったのか。
→原発事故の処理に職員が忙殺される中，平成25年に現市長が就任し，カイゼンという言葉で業務の効

削減人件費(見込) 30,333千円 157,821千円 36,094千円

合計（見込） 削減業務量　50,156時間　　　削減人件費　224,248千円

目指すべき姿
になるための
約束（手法）

①照会の必要性を検討
②わかりにくい照会になっていない
　かを確認
③所属宛のメール数を削減
④メール送付の際は主管課を経由
　させない
⑤送付の際はアウトライン（概要)
　により簡潔に伝える
⑥該当がなければ回答不要とする
⑦添書を付けずに回答する

①検証していない，成果が生じ
　ていないセミナー等は実施し
　ないようにする
②真に必要な参加者を募る

①会議の種類を４分類(意思決定会
　議，情報共有会議，意見交換会
　議，調整会議）し，内容に応じて
　開催方法を検討する
②真に必要な関係者だけを招集する
③会議は30分で終了
④会議録は目的と結果が一目でわか
　るようにする

削減業務量(見込) 6,784時間 35,299時間 8,073時間

３　郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤ

文書関係業務 セミナー等関係業務 庁内会議関係業務

目指すべき姿
・文書関係業務全体の件数の減少
・文書関係業務１件当たりの処理
　時間の減少

・セミナー等の回数の減少
　（適正回数とする）
・セミナー等の安易な動員の減
　少

・庁内会議関係業務全体の回数の減
　少
・庁内会議関係業務１回当たりの開
　催時間の減少

●ＰＤＣＡ関係
　　　　　●文書関係業務
　　　　　●セミナー等関係業務
　　　　　●庁内会議関係業務

●歳入・歳出関係業務

財政課，政策開発課，人事課，
行政マネジメント課で構成する
行政評価推進委員会の下部組織
である「システム研究会」にお
いて協議を進めており，別途Ｐ
ＤＣＡサイクルに特化した通知
等で効率化を図ることとする。

郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤ対象業務

契約から支払いまで一体的な効
率化を今後も検討するととも
に，会計課で策定している「支
出事務マニュアル」と契約課で
策定している「契約の手引き」
を参考にしてミスを減少し，効
率化を図ることとする。

効果的・効率的に全庁共通業務量を削減するため，

業務量が相対的に多い，以下の５項目をＢＰＲの対象とすることとした。



率化を呼びかけていたことを受けて，職員自らが必要性を感じたということになる。
〇全庁共通業務を効率化することで，庁内の意思疎通が低下する恐れについてはどう考えるか。
→全庁共通業務の中にも御指摘のような観点から重要な業務はあり，そうした業務については手抜きの
ような状態にならないよう，十分チェックしている。
〇郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤ策定の参考にしたというベストプラクティスの研究について，もう少し詳細
に教えてください。
→町田市や八王子市，相模原市など10自治体などによるベンチマーキング方式であり，特定の業務につ
いて各市の進め方を細分化し，その各作業において最適な進め方をしている市のやり方を集約して，本
市に合ったやり方を検討していくもの。
〇郡山市の職員2,036人は同じ中核市である本市と比べてもかなり少なく，こうした職員体制が郡山市Ｓ
ＴＡＮＤＡＲＤの必要性につながったと解釈するが，職員削減の考え方はどのようなものがあるか。
→平成18年以降，当時の約2,500人から段階的に削減してきたが，実際は臨時職員や再任用職員が合計
1,000人おり，３分の1は非常勤職員で補っている状況である。
〇職員数が削減される一方で，業務量は増加しており，正職員には相当負担がかかっていないか。
→確かに，震災直後は厳しい職場環境の中で時間外勤務も増加し，正職員も苦労したが，他市からの応
援職員にも加わってもらい，なんとか乗り切ってきた。今後も限られた人材，資産を有効活用するた
め，ＰＰＰ／ＰＦＩなどの手法の検討も必要と考えている。
〇業務量調査や郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの策定には，外部のコンサルなどの関与はないか。
→全て自前で行っている。
〇事務事業自体の削減についてはどのような取り組みがあるか。
→事務事業評価や行政評価をかなり厳しく行っており，現在は評価部門，企画部門，財政部門の連携が
うまく取れていることもあり，一定スムーズに進められている。

〔委員からの意見〕
〇郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの中でも，庁内会議と庁内情報共有及びコミュニケーションの項目は，既に
民間企業では常識化された領域であり，すぐにでも取り組んでいただきたい。また，執行部と議会との
やりとりに関する業務効率化については，過去からの慣習に縛られることなく，両者が協議できる環境
を整えるべきである。

〇郡山市は本市とほぼ同じ人口規模でありながら，定数2,488人に対して現員2,036人という正職員数で
運営しており，その上でなお効率化を目指すためにＢＰＲに取り組んでいる。本市も職員数の適正化を
再度検討した上で，ＢＰＲを取り入れるべきと考える。

〇郡山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの中でも，文書関係業務の削減については，特に膨大な教育委員会各課から
学校への文書やメールも見直しの対象としており，事務作業の重複やローカルルールの撤廃について
は，同様の状況にある本市においても取り入れるべきである。

〇各事業を１人役での時間数で見える化してカイゼン活動につなげている点は評価できる。ただし，郡
山市ＳＴＡＮＤＡＲＤの対象としている全庁共通業務にはノリシロの役割もあり，行政の縦割りの弊害
が問題になる中で単純に削減すると思わぬ痛手を負うことになる。


